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障がいのある人の雇用形態は、「一般雇用」と「障がい者雇用」の 2 つがあります。

障がい者雇用で就労する場合は、障害者手帳の取得が必要となります。

低年次から卒業後の進路に向け、自身の特性を考え、将来を見据えることが大切です。

【障がい者雇用】

キャリア相談室・就職委員

による支援

障がい特性に応じた

民間事業

※就労支援移行支援事業所

ウェルビー・ｄキャリア等

キャリア相談室・就職委員が連携してサポート

【雇用形態について】

・正規雇用の幅が広い

・転勤や移動の可能性が高い

・自身の特性や得意なことに合わせて働きやすい

・職業選択の幅が狭くなる

・トライアル雇用制度の利用が出来る

・勤務時間や勤務日数などの調整がしやすい

宇都宮共和大学における特性・困りごと・障がいのある学生の就職支援の流れ

本学では、特性のある学生が希望の進路を実現できるように、就職支援の体制も整えています。

キャリ ア相談室では、全学生を対象に就職ガイダンスや進路相談を行っており、気軽に相談できます。

また、必要に応じ、地域の就労相談窓口と連携を行います。

支援希望しない

・コミュニケーション能力や臨機応変な対応が

　求められる

学生本人・保護者から相談

キャリア相談室・就職委員と面談

本人・保護者に支援利用希望の確認

支援希望する

クラス担任・

ゼミ担当者等
キャリア相談室 就職委員会

【一般雇用】

・職業選択の幅が広い

宇都宮共和大学における特性・困りごと・障がいのある学生の就職支援


